
教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「沖縄県立高

等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例」に対する意見）

総務課

１ 概 要

令和３年第１回沖縄県議会に知事が提出した議案「沖縄県立高等学校等の設置に関

する条例の一部を改正する条例」に係る、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第29条の規定に基づく意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催する時

間的余裕がなかったことから、令和３年２月８日に「沖縄県教育委員会の議決事項及

び教育長に委任する事項等に関する規則」第７条第１項に基づき、教育長による臨時

代理により回答した。

２ 「沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例」案の概要

「沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例」案は、沖縄県立

那覇みらい支援学校を設置するため条例を改正する議案。

【改正案の内容】

⑴ 沖縄県立那覇みらい支援学校の名称及び位置を定める。（別表第２関係）

⑵ 条例の施行期日：令和３年10月１日

【説明】

那覇南部地区にある知的障害児童生徒を対象とする特別支援学校の過密解消と那覇市

在住児童生徒の市外特別支援学校への通学負担を軽減するため、那覇市古波蔵に新たな

特別支援学校を設置する。

３ 臨時代理した意見の内容

議案「沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄県立

那覇みらい支援学校を設置するものであることから、異議がない旨を回答した。

沖縄県立那覇みらい支援学校の概要

①対 象 等：知的障害、肢体不自由及び病弱を対象とした特別支援学校
あ

②設置場所：那覇市古波蔵４丁目10番17号
あ

③設置学部：小学部、中学部、高等部
あ

④開校年度：令和４年度
あ

⑤通学区域：那覇市及び豊見城市の一部

令和３年第２回教育委員会会議 報告事項（２）
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